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EB-5

米国政府・国土安全保障省が認定する

地方復興と雇用促進に向けられた投資による永住権
概要

EB-5

米国政府・国土安全保障省が認定する
地方復興と雇用促進に向けられた投資による永住権
●永住権取得投資金総額●
＄５６６，５００
現金保持し「米国永住権を必要とする投資家とそのお家族」を対象
●投資元金その他諸費用内訳●
$500,000：投資元金

$  50,000：投資登録費用
$    1,500：国防省移民局申請料
$  15,000：弁護士費用（概算）

●永住権発行までの全工程●
申込書提出日から数えおよそ（個人資産情報内容により若干前後有）

１０ヶ月間

 Immigration Investor Flow Chart
	順序
	期間
	確認

	申込書（日米）署名記入提出、同時に個人資産情報を収集、
特に「投資金額＄５６６，５００蓄積調達経路」を証明する
５年間の確定申告書（給与証明書）、銀行通帳を添えて提出
	５　日間
	

	投資席確保、兼、斡旋業務契約申込費用＄１０，０００送金
	３　日間
	

	弁護士間との契約、弁護士費用前半金額＄　７，５００送金
	３　日間
	

	投資企業間との契約、投資登録処理費用＄４０，０００送金
	３　日間
	

	投資元金（元本）＄５００，０００送金
	３　日間
	

	移民専門弁護士による申請書類作成期間
	１ヶ月間
	

	移民専門弁護士による申請書類提出準備完了、

弁護士費用残金＄７，５００、移民局料金＄１，５００送金
	３　日間
	

	移民専門弁護士により申請書類投函と郵送
	５　日間
	

	国土安全保障省移民課にて書類審査及び調査、永住権承認報告
	３ヶ月間
	

	健康診断、血液検査、犯罪歴証明書を指定機関にて手配
	５　日間
	

	米国在住の方：登録指定住所に「２年間初回永住権」が送付

日本在住の方：大使館にて本人、お家族確認の最終面接有り
	３ヶ月間
	

	米国への入国の際、空港移民局係り員に指定住所登録書を提出
	５　日間
	

	指定登録住所に「２年間有効期限付初回永住権」が送付
	１４日間
	


●２年間有効期限付永住権●

初回の永住権取得２年後にこの「２年間有効期限付の条件」を外す申請を行い、
「永久有効永住権」を受理して頂きます

（その他永住権の例）例えば、米国市民と結婚による最初に頂く永住権もこのEB5による永住権と同様初回は２年間有効期限付、２年後に永久有効永住権へ切替える手順
●投資家条件●

申請者（投資家）は家族単位での申告が基本

夫、妻、未婚の２１歳未満の未婚の子供全てがご一緒に永住権の恩典を受け（養子の
子供も家族に含まれます）、申請時の教育等最低学歴、現職、米国投資知識、
経営事業経験、英語能力などは問いません

●保全（永住権取得保証）過程●

エスクロー保全金融機関の口座が開設され、永住権発行の承認書が届くまで

「投資元金＄５００，０００」を信託保護し、双方の了解を得て始めて

投資元金が投資先へ移動されます（弁護士費用は直接弁護士と皆様の代理人としての業務契約にて別扱い）。又、投資家からの提出書類に偽造不正行為が無い限り、永住権取得が出来ない場合は保全金融機関にてお預かりしている投資元金を保証し返金する
●居住地域●

制限無

米国内どの地域でも自由に生活設計を立てて頂けます、

又米国外に居住する場合でも半年に１回米国に再入国するか、最長２年間米国外に

留まる事も再入国許可書発行で可能。社会保障番号取得、運転免許取得、

銀行口座開設、米国居住用不動産（購入所有もしくは借り賃貸）の無償サポート

●弁護士●

「弁護士費用＄１５，０００」お家族単位数により若干変更有、概算と考慮願います、

EB5永住権取得申請専門で実績のあるAILA全米移民法協会加盟、瀧恵之弁護士、
もしくは、中国生まれで中国語が必要の場合はリンダ・ラウ弁護士が担当

●株式投資同様、投資運営配当及び満期保証は基本的に無●

米国政府認定地方都市施設開発への投資であり、一般中小民間企業への投資では無く、厳しい行政の専門家組織がヘッジとなり運営管理を既に実現しており、
更に州及び市の復興と雇用促進と地方を支える重要な第三セクター型開発事業であり、

投資家としての席（投資金）を欠かす事が出来ない非常に重要な貢献度と恩典を

受けながら進行する投資期間もわずか５年間と短期でリスクは非常に低い
●国土安全保障省認定、第三セクター型新規商業施設開発事業構成●
米国政府・永住権発行
（雇用促進を願う政権）


*LP：リミテッドパートナー　　　　　　　　　　　　**GP：ジェネラルパートナー

　　　ここに投資家席を設け　　　　　　　　　　　　　　　　運営企業の傘下で

　　　事業を見守り、負債　　　　　　　　　　　　　　　　　　開発と経営の統括

　　　追加増資負担無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　する最高責任団体
　　　　　　　　　　州（行政）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業（運営）
永住権


 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      投資元金：$500,000
エスクロー

保全金融機関

（投資元金を信託保護）


　　

                    　投資登録費用：$50,000           投資元金：$500,000
投資家

●投資元金その他諸費用内訳●
$500,000：投資元金

$  50,000：投資登録費用
$    1,500：国防省移民局申請料
$  15,000：弁護士費用（概算）

●５年投資配当●

注意事項

株式投資同様、保証無

商業施設及び店舗施設竣工、引渡し後、

商業施設及び店舗テナントからの家賃収入決算した後の純利益を各投資家に
年４回の配当と会計書類を受け取り、その予想平均利回りはおよそ
２～６％前後
●５年投資満期●

注意事項

株式投資同様、保証無

「永住権承認」日から５年後に一旦、投資家解散形式にて満期とし、返金処理を行う
返金オプション１：買取返金方法
GPジェネラルパートナー運営帯である開発事業責任者団体

が各投資家席を元値＄５００，０００で買取、投資家へ返金

返金オプション２：売却返金方法
GPジェネラルパートナー運営帯である開発事業責任者団体
が各施設別々、もしくは商業施設単位どちらかの売却体制を整え収益目的と見る
企業投資グループなどへ満期時期の市場相場適正価格で売却現金化し、投資家へ返金

返金オプション３：投資継続方法
現在の買い手市場（買い手が少なく、市場相場売値が低い時期）から

売り手市場（売り手が少なく、市場相場売値が高い時期）へと不動産市場が
上向きになるまで当投資事業更新を行い、家賃収入利益を同じく年４回配当し、

投資継続させて上、運営を安定させて、売却のタイミングを計る
最後に大切な重要注意事項：

この投資プログラムはあくまでも米国政府が雇用促進を目的とした政策、

更に国を挙げての事業計画案である為、金融機関や銀行の民間企業の取扱う高利回り

投資商品や定期預金高金利商品と全く異なり、「米国政府へ貢献する目的の投資」に「米国政府から謝恩典の永住権発行」を組合せた事業である事をご理解願います
永住権取得申請担当：
本部

運天・田中＆アソシエイツ

Unten Tanaka & Associates LLC.

The Palazzo – East Building 5

344 Hauser Blvd., Suite 113, Los Angeles, CA 90036

Ph. 323-937-2250 / Ph. 323-937-5153 / Email.  info@utallc.com
www.utallc.com
　　　　　　ホノルル事務所：宮内久美（８０８）３８７－８７４５

　　　　　　　　東京事務所：宮澤由美（０３）６４２０－０３１７

　　　　　　　　芦屋事務所：杉本侑生（０７９７）３８－３３２８

　　　　　　　　札幌事務所：吉田慶一（０１３３）７７－５１２０



合資会社


(LP* & GP**)


投資：$500,000








